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(57)【要約】
【課題】本発明は、水硬性組成物中に分散させる際にファイバーボールが発生し難く分散
性に優れ、同時にモルタルコンクリートに対する高い補強性能を有するモルタルコンクリ
ート補強用繊維、および機械的強度に優れるモルタルコンクリートを提供することを課題
とする。
【解決手段】弾性率が１００ｃＮ／ｄｔｅｘ以上であり、繊維末端部損傷度が５％以下で
ある、モルタルコンクリート補強用ポリビニルアルコール繊維。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弾性率が１００ｃＮ／ｄｔｅｘ以上であり、繊維末端部損傷度が５％以下である、モル
タルコンクリート補強用ポリビニルアルコール繊維。
【請求項２】
　繊維長が６～６０ｍｍである、請求項１に記載のモルタルコンクリート補強用ポリビニ
ルアルコール繊維。
【請求項３】
　アスペクト比が２０～２００である、請求項１または２に記載のモルタルコンクリート
補強用ポリビニルアルコール繊維。
【請求項４】
　平均繊維強度が４．０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上である、請求項１～３のいずれかに記載のモ
ルタルコンクリート補強用ポリビニルアルコール繊維。
【請求項５】
　セメント成分、骨材、および請求項１～４のいずれかに記載のモルタルコンクリート補
強用ポリビニルアルコール繊維を含む、モルタルコンクリート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、分散性に優れ、モルタルコンクリートに対する高い補強性能を有する、モル
タルコンクリート補強用ポリビニルアルコール繊維に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モルタルコンクリートは、耐久性および耐火性に優れ、また成型性が高く、圧縮強度に
優れるため、建築材料として世界中で広く利用されている。しかしながら、モルタルコン
クリートは、脆性物であること、耐折性や耐引張性が悪いこと等の欠点を有している。さ
らに、その歪みが小さいために割れが入り易く、その後破壊に至る場合があり、また耐衝
撃性に乏しく、さらにマトリックスの膨張・収縮の繰り返しによりひび割れが生じて構造
物が破壊状態に陥ったり、水漏れ、剥離欠落による外観損傷等の安全上の欠点も有してい
る。
【０００３】
　このような欠点を補うために、種々の補強繊維を用いてモルタルコンクリートを補強す
る方法が開発されている。このような補強繊維としては、例えばスチールファイバーやポ
リビニルアルコール系繊維、ナイロン、ポリオレフィン、アクリル繊維等、種々の繊維が
挙げられる。これらの補強繊維は、その補強性能をさらに高めるために、繊維全体または
一部を異形化することがある。例えば、特許文献１においては、繊維の末端部分を波形状
とすることによってコンクリートの機械的強度を高めている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－１１９０５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、繊維を異形化することによって水硬性組成物中で繊維同士が絡まり合っ
て繊維塊（ファイバーボール）を発生することがある。補強繊維は、本来水硬性組成物中
で均一に分散して補強性能を発揮するものであるが、補強繊維がファイバーボールを生成
することによって、得られるモルタルコンクリート中において欠陥が生じ、構造物の強度
低下をもたらす問題が生じ得る。
【０００６】
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　そこで、本発明は、水硬性組成物中に分散させる際にファイバーボールが発生し難く分
散性に優れ、同時にモルタルコンクリートに対する高い補強性能を有するモルタルコンク
リート補強用繊維、および機械的強度に優れるモルタルコンクリートを提供することを課
題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、上記課題を解決するために、モルタルコンクリート補強用繊維について詳
細に検討を重ねた結果、本発明に到達した。
【０００８】
　すなわち、本発明は、以下の好適な態様を包含する。
〔１〕弾性率が１００ｃＮ／ｄｔｅｘ以上であり、繊維末端部損傷度が５％以下である、
モルタルコンクリート補強用ポリビニルアルコール繊維。
〔２〕繊維長が６～６０ｍｍである、〔１〕に記載のモルタルコンクリート補強用ポリビ
ニルアルコール繊維。
〔３〕アスペクト比が２０～２００である、〔１〕または〔２〕に記載のモルタルコンク
リート補強用ポリビニルアルコール繊維。
〔４〕平均繊維強度が４．０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上である、〔１〕～〔３〕のいずれかに記
載のモルタルコンクリート補強用ポリビニルアルコール繊維。
〔５〕セメント成分、骨材、および〔１〕～〔４〕のいずれかに記載のモルタルコンクリ
ート補強用ポリビニルアルコール繊維を含む、モルタルコンクリート。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、水硬性組成物中に分散させる際にファイバーボールが発生し難く分散
性に優れ、同時にモルタルコンクリートに対する高い補強性能を有するモルタルコンクリ
ート補強用繊維、および機械的強度に優れるモルタルコンクリートを提供することができ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明のモルタルコンクリート補強用繊維は、ポリビニルアルコール繊維であり、弾性
率が１００ｃＮ／ｄｔｅｘ以上、繊維末端部損傷度が５％以下である。
【００１１】
　本発明のポリビニルアルコール繊維の弾性率は、１００ｃＮ／ｄｔｅｘ以上、好ましく
は１２０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上、より好ましくは１４０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上である。ポリビ
ニルアルコール繊維の弾性率が上記下限値以上であると、モルタルコンクリートに対する
補強性能に優れ、高い機械的強度を有するモルタルコンクリートを製造することができる
。ポリビニルアルコール繊維の弾性率が１００ｃＮ／ｄｔｅｘ未満であると、繊維末端部
損傷度は低くなる傾向にあるものの、モルタルコンクリートに対する補強性能が低下する
。本発明のポリビニルアルコール繊維の弾性率の上限値は、特に限定されないが、例えば
３００ｃＮ／ｄｔｅｘ以下である。なお、弾性率は、以下の実施例における方法によって
測定することができる。
【００１２】
　本発明のポリビニルアルコール繊維の繊維末端部損傷度は、５％以下、好ましくは４％
以下、より好ましくは３％以下、さらに好ましくは１％以下である。ポリビニルアルコー
ル繊維の繊維末端部損傷度が上記上限値以下であると、セメント成分および水を含む水硬
性組成物とポリビニルアルコール繊維とを混合する際における繊維の分散性が向上し、モ
ルタルコンクリートに対する補強性能を向上させることができる。また、ポリビニルアル
コール繊維の繊維末端部損傷度が上記上限値以下であると、水硬性組成物と繊維とを混合
する際に抵抗になり難く、繊維の添加による流動性の低減を効果的に抑えることができ、
さらに、水硬性組成物への繊維の添加速度を上げても繊維同士の絡み合いが生じ難く、作
業性が向上する。ポリビニルアルコール繊維の繊維末端部損傷度が５％を超えると、繊維
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の添加方法によってはファイバーボールが発生し易くなる。例えば、繊維の添加速度が速
すぎるとファイバーボールが発生し易く、モルタルコンクリートの機械的強度が低下し、
また水硬性組成物の流動性が低下する場合がある。なお、本発明のポリビニルアルコール
繊維の繊維末端部損傷度は、通常０％以上である。
【００１３】
　繊維末端部損傷度は、以下の方法によって測定することができる。任意に選択した繊維
１００本に対して、ビデオマイクロスコープ等を用いてその両方の末端部を観察し、繊維
の一方または両方の末端部において繊維長方向に長さ１ｍｍ以上の亀裂がある場合、また
は繊維径に対してその水平方向に２０％以上の広がりを有する亀裂がある場合は、その繊
維は損傷を有すると判断し、繊維１００本中における損傷を有する繊維の割合を繊維末端
部損傷度として表すことができる。
【００１４】
　本発明のポリビニルアルコール繊維の繊維長は、好ましくは６ｍｍ以上、より好ましく
は８ｍｍ以上、さらに好ましくは１０ｍｍ以上であり、好ましくは６０ｍｍ以下、より好
ましくは５０ｍｍ以下、さらに好ましくは４０ｍｍ以下である。ポリビニルアルコール繊
維の繊維長が上記上限値以下であると、繊維同士の絡まり合いがさらに抑えられ、モルタ
ルコンクリート内での分散性がさらに高くなり、またモルタルコンクリートの伸縮に対す
る繊維の追従性に優れるため、モルタルコンクリートに対する補強性能がさらに向上する
。ポリビニルアルコール繊維の繊維長が上記下限値以上であると、繊維のモルタルコンク
リートへの付着性が高くなり、モルタルコンクリートに対する補強性能にさらに優れる。
【００１５】
　本発明のポリビニルアルコール繊維のアスペクト比は、好ましくは２０～２００、より
好ましくは２５～１５０、さらに好ましくは３０～１２０である。ポリビニルアルコール
繊維のアスペクト比が上記範囲内であると、繊維同士の絡まり合いが抑えられ、モルタル
コンクリート内での分散性がさらに高くなるため、モルタルコンクリートに対する補強性
能を高めることができる。なお、本発明においてアスペクト比とは、繊維長（Ｌ）と繊維
径（Ｄ）との比（Ｌ／Ｄ）を意味している。アスペクト比は、ＪＩＳ　Ｌ１０１５「化学
繊維ステープル試験方法（８．５．１）」に準拠して繊維長を算出し、繊維径との比によ
り繊維のアスペクト比を算出することができる。
【００１６】
　本発明のポリビニルアルコール繊維の平均繊維強度は、好ましくは４．０ｃＮ／ｄｔｅ
ｘ以上、より好ましくは４．５ｃＮ／ｄｔｅｘ以上、さらに好ましくは５．０ｃＮ／ｄｔ
ｅｘ以上である。ポリビニルアルコール繊維の平均繊維強度が上記下限値以上であると、
モルタルコンクリートに対する補強性能を高めることができる。本発明のポリビニルアル
コール繊維の平均繊維強度の上限値は、繊維の種類に応じて適宜設定されるが、例えば、
２０ｃＮ／ｄｔｅｘ以下である。なお、平均繊維強度は、後述する実施例に記載された方
法により測定された値を示す。
【００１７】
　本発明のポリビニルアルコール繊維は、その分子構造上、親水性に富んだ繊維であり、
ポリビニルアルコール繊維中のＯＨとセメント成分中のＣａとが結合するため、セメント
成分との親和性が高く、ポリプロピレン等の他の繊維と比較して、化学的接着力が極めて
大きい。そのため、繊維全体または一部を異形化せずとも、セメント成分に対する高い付
着性を発揮し、モルタルコンクリートに対する高い補強性能を発揮することができる。
　また、ポリビニルアルコールは分子構造上、ＯＨ基による強固な分子間水素結合を形成
可能であるために高結晶性であり、そのため高強度な繊維となるので、モルタルコンクリ
ート補強用繊維として非常に有用である。本発明においては、これらの性質から、モルタ
ルコンクリートに対する補強性能に優れ、モルタルコンクリートの長期にわたるひび割れ
幅の拡大を効果的に抑制することができる。
【００１８】
　本発明のポリビニルアルコール繊維は、ビニルアルコール系ポリマーを含む繊維であり
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、機械的強度、モルタルコンクリートに対する接着性、および耐アルカリ性等の観点から
、当該繊維中におけるビニルアルコール系ポリマーの含有量は、好ましくは３０質量％以
上、より好ましくは６０質量％以上、さらに好ましくは８０質量％以上、さらにより好ま
しくは９０質量％以上、特に好ましくは１００質量％である。また、本発明のポリビニル
アルコール繊維は、他のポリマーとの複合繊維や海島繊維であってもよい。ビニルアルコ
ール系ポリマーは、ポリビニルアルコールから構成され、本発明の効果を損なわない範囲
であればポリビニルアルコール以外の他のモノマーとの共重合体であってもよく、また変
性されていてもよい。繊維の機械的強度および耐アルカリ性等の観点から、ビニルアルコ
ール系ポリマー中の変性ユニットの比率は好ましくは３０モル％以下、より好ましくは１
０モル％以下である。また、繊維の機械的強度および耐アルカリ性等の観点から、３０℃
の水溶液で粘度法により求めた平均重合度は、好ましくは１０００以上、より好ましくは
１５００以上であり、製造コスト等の点から、好ましくは１００００以下、より好ましく
は５０００以下、さらに好ましくは３０００以下である。また、耐熱性、耐久性および寸
法安定性の観点から、ケン化度は好ましくは９９モル％以上、より好ましくは９９．８モ
ル％以上である。
【００１９】
　本発明のポリビニルアルコール繊維は、例えば、次の方法によって製造することができ
る。上記のポリビニルアルコール系ポリマーを濃度４０～６０質量％の含水チップ状とし
、押出機にて加熱溶解し、脱泡する。そして、このポリビニルアルコール系ポリマー水溶
液に架橋剤を添加する。架橋剤としては、硫酸アンモニウム、硫酸、リン酸アンモニウム
、リン酸、塩酸、硝酸、酢酸およびシュウ酸等が挙げられるが、配管を腐食せず、悪臭が
せず、また繊維を発泡させない観点より、硫酸アンモニウムが好ましい。架橋剤の添加量
としては、ポリビニルアルコール系ポリマーの質量に対して０．５～１０質量％が好まし
い。紡糸原液の温度は９０～１４０℃が好ましい。このような架橋剤を添加した紡糸原液
を加圧してノズル孔から空気中に吐出して乾式紡糸する。ノズル孔は円形のものであって
も、円形以外の異形、例えば偏平状、十字型、Ｔ字型、Ｙ字型、Ｌ字型、三角型、四角型
または星型等であってもよい。なお、紡糸方法は、湿式、乾湿式または乾式のいずれの方
法であってもよい。
【００２０】
　次に、紡糸して得られたポリビニルアルコール繊維の乾燥を行う。乾燥温度は、通常１
００℃以下であり、ある程度まで乾燥が行われた時点で１００℃以上の温度条件で乾燥を
完全に行うことが好ましい。
【００２１】
　乾燥後には繊維の延伸を行う。延伸は、通常２００～２５０℃、好ましくは２２０～２
４０℃の延伸温度下で行われる。延伸倍率は、通常５倍以上、好ましくは６倍以上である
。延伸時に、紡糸原液中に添加されている架橋剤がポリビニルアルコールのＯＨ基と反応
して架橋結合が生じることとなる。延伸は、熱風式延伸炉内で約２０秒～３分の時間をか
けて行われる。このように延伸された繊維は、必要により定長または収縮を図るために熱
処理を行う。このようにして得られた繊維に、必要により捲縮を付与してもよく、また油
剤を塗布してもよい。
【００２２】
　その後、ポリビニルアルコール繊維を、上記の範囲の繊維長に切断する。切断方式とし
ては、繊維末端部に損傷が生じ難ければ特に限定されず、例えば、サイドカット方式、ウ
ォータージェット方式、レーザーカット方式、ディスクブレードカット方式、超音波カッ
ト方式、はさみカット方式等が挙げられる。なかでも、繊維末端部において損傷が特に生
じ難いため、サイドカット方式、レーザーカット方式およびウォータージェット方式が好
ましく、サイドカット方式がより好ましい。なお、繊維末端部損傷度を低減するには、例
えば、刃と繊維との接触面積を最小にするような薄い刃を用いるが、サイドカット方式の
場合、使用される刃が薄く、刃と繊維との接触面積を最小にすることができ、同時に刃に
かかる衝撃やせん断力を抑えることができるため、繊維末端部における損傷を抑えること
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ができる。レーザーカット方式およびウォータージェット方式の場合、刃を使用しないた
め、繊維末端部における損傷を抑えることができる。また、繊維末端部損傷度を下げるた
めに、熱もしくは溶剤を用いて繊維末端部を溶解させながら切断してもよく、または切断
後に熱および／もしくは溶剤を用いて繊維末端部を溶解させて繊維末端部の損傷を改善し
てもよい。
【００２３】
　本発明においては、セメント成分、骨材、および上記ポリビニルアルコール繊維を含む
モルタルコンクリートも提供される。当該モルタルコンクリートは、ファイバーボール数
が低く、高い機械的強度を有するため、壁材および屋根材等の各種建築材料として有用で
ある。
【００２４】
　本発明におけるセメント成分としては、例えば、普通ポルトランドセメント、早強ポル
トランドセメント、超早強ポルトランドセメント、および中庸熱ポルトランドセメント等
のポルトランドセメント、アルミナセメント、高炉セメント、シリカセメント、ならびに
フライアッシュセメントが挙げられる。これらのセメントは、単独でまたは二種以上組み
合わせて使用してもよい。
【００２５】
　本発明における骨材としては、必要に応じてさまざまな骨材を使用することができる。
そのような骨材として、例えば、細骨材、軽量骨材および粗骨材等が挙げられる。これら
の骨材は、単独でまたは二種以上組み合わせて使用してもよい。
【００２６】
　細骨材は、粒径が５ｍｍ以下の細骨材であってもよく、例えば、粒径が５ｍｍ以下の砂
類；珪石、フライアッシュ、高炉スラグ、火山灰系シラス、各種汚泥、および岩石鉱物等
の無機質材を粉末化または顆粒状化した細骨材等が挙げられる。これらの細骨材は、単独
でまたは二種以上組み合わせて使用してもよい。砂類としては、例えば、川砂、山砂、海
砂、砕砂、珪砂、鉱滓、ガラス砂、鉄砂、灰砂、炭酸カルシウム、および人工砂等の砂類
が挙げられる。これらの細骨材は、単独でまたは二種以上組み合わせて使用してもよい。
【００２７】
　粗骨材は、粒径５ｍｍ以上の粒子が８５質量％以上含まれる骨材である。粗骨材は、粒
径５ｍｍ超の粒子からなるものであってもよい。粗骨材としては、例えば、各種砂利類、
人工骨材（高炉スラグ等）および再生骨材（建築廃材の再生骨材等）等が挙げられる。こ
れらの粗骨材は、単独でまたは二種以上組み合わせて使用してもよい。
【００２８】
　軽量骨材としては、例えば、火山砂利、膨張スラグおよび炭殻等の天然軽量骨材、なら
びに発泡真珠岩、発泡パーライト、発泡黒よう石、バーミキュライト、シラスバルーンお
よびフライアッシュマイクロバルーン等の人工軽量骨材が挙げられる。これらの軽量骨材
は、単独でまたは二種以上組み合わせて使用してもよい。
【００２９】
　また、本発明のモルタルコンクリートは、上記骨材に加え、機能性骨材を含んでもよい
。ここで、機能性骨材とは、有色の骨材、硬質の骨材、弾性を有する骨材、および特定の
形状を有する骨材等が挙げられ、具体的には、層状ケイ酸塩（例えば、マイカ、タルク、
カオリン）、アルミナ、シリカ等が挙げられる。骨材に対する機能性骨材の割合は、それ
ぞれの種類に応じて適宜設定することが可能であるが、例えば、骨材と機能性骨材との質
量比（骨材／機能性骨材）は、９９／１～７０／３０であってもよく、好ましくは９８／
２～７５／２５であってもよく、より好ましくは９７／３～８０／２０であってもよい。
これらの機能性骨材は、単独でまたは二種以上組み合わせて使用してもよい。
【００３０】
　骨材の総量（Ｓ）とセメント成分（Ｃ）の質量比（骨材（Ｓ）／セメント成分（Ｃ））
は、好ましくは１／１０～５／１、より好ましくは１／８～４／１、さらに好ましくは１
／６～３／１であってもよい。
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【００３１】
　本発明のモルタルコンクリートにおけるポリビニルアルコール繊維の含有量は、繊維の
種類、繊維長およびアスペクト比等に応じて適宜設定することができるが、平均繊維径が
６６０μｍ以上の繊維を用いる場合、モルタルコンクリート全体の体積を基準として、好
ましくは１～７０ｋｇ／ｍ３、より好ましくは２～４０ｋｇ／ｍ３、さらに好ましくは３
～３０ｋｇ／ｍ３であり、平均繊維径が６６０μｍ未満の繊維を用いる場合、モルタルコ
ンクリート全体の体積を基準として、好ましくは１～７０ｋｇ／ｍ３、より好ましくは２
～４０ｋｇ／ｍ３、さらに好ましくは２～３０ｋｇ／ｍ３である。繊維の含有量が上記範
囲内であると、ポリビニルアルコール繊維による補強効果がさらに高められ、また過剰な
繊維含有量に基づく繊維同士の絡み合いが抑制でき、ポリビニルアルコール繊維による補
強効果をさらに向上させることができる。
【００３２】
　本発明のモルタルコンクリートは、必要に応じて各種混和剤を含んでよい。混和剤とし
ては、例えば、ＡＥ剤、流動化剤、減水剤、高性能減水剤、ＡＥ減水剤、高性能ＡＥ減水
剤、増粘剤、保水剤、撥水剤、膨張剤、硬化促進剤、凝結遅延剤、ポリマーエマルジョン
［アクリル系エマルジョン、エチレン－酢酸ビニル系エマルジョン、およびＳＢＲ（スチ
レンブタジエンゴム）系エマルジョン］等が挙げられる。混和剤は、単独でまたは二種以
上組み合わせて含まれていてもよい。なお、ポリマーエマルジョンは、モルタルコンクリ
ートの脆性を強化するだけでなく、モルタルコンクリート中の成分間の接着力を強化する
ことが可能である。さらに、ポリマーエマルジョンを組み合わせることにより、モルタル
コンクリートの透水防止性を向上できるだけでなく、過度の乾燥を抑制することができる
。
【００３３】
　本発明のモルタルコンクリートは、必要に応じて水溶性高分子物質を含んでもよい。水
溶性高分子物質としては、例えば、メチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒ
ドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセ
ルロース等のセルロースエーテル、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、およびリグ
ニンスルホン酸塩等が挙げられる。これらの水溶性高分子物質は、単独でまたは二種以上
組み合わせて使用されていてもよい。
【００３４】
　本発明のモルタルコンクリートに含まれるファイバーボール数は、好ましくは０～５個
、より好ましくは０～１個である。モルタルコンクリート中のファイバーボール数が上記
範囲内であると、モルタルコンクリートの機械的強度がより高くなり、曲げ強度および圧
縮強度等に優れる。なお、ファイバーボールとは、水硬性組成物中における繊維とセメン
ト成分との混和不良によって生じるものであり、繊維同士が絡み合って形成され、ボール
状の形状を有するものである。ファイバーボール数は、後述する実施例に記載された方法
によって測定することができる。
【００３５】
　本発明のモルタルコンクリートのスランプロスは、好ましくは６ｃｍ以下、より好まし
くは４ｃｍ以下、さらに好ましくは２ｃｍ以下である。スランプロスが上記上限値以下で
あると、ポリビニルアルコール繊維とセメント成分との混和性が高いため、作業性が向上
する。上記スランプロスの下限値は、特に限定されないが、通常１ｃｍ以上である。なお
、スランプロスは、ＪＩＳ　Ａ１１０１によるコンクリートのスランプ試験方法に準拠し
てスランプ試験を行うことによって測定できる。
【００３６】
　本発明のモルタルコンクリートは、水、セメント成分、骨材、および必要に応じて本発
明の効果を損なわない範囲で各種混和剤等を含む水硬性組成物を、上記ポリビニルアルコ
ール繊維と共に混合し、硬化させることによって得ることができる。
【００３７】
　水硬性組成物は、公知または慣用のミキサー等の混練手段によって混練される。また、
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構成される材料の混練順序についても、特に限定されることなく実施できるが、ポリビニ
ルアルコール繊維への物理的衝撃をできるだけ小さく抑えるために、水硬性組成物の構成
、水／セメント成分比（Ｗ／Ｃ）等に応じて、適宜調整される。
【００３８】
　水硬性組成物における水／セメント成分比（Ｗ／Ｃ）は、水硬性組成物の構成等に応じ
て適宜調整されるが、好ましくは２０～５０質量％、より好ましくは２５～４５質量％、
さらに好ましくは３０～４０質量％である。
【００３９】
　水硬性組成物にポリビニルアルコール繊維を添加する際に、例えば、ポリビニルアルコ
ール繊維の分散性を向上させるため、（ｉ）ポリビニルアルコール繊維を定量供給しても
よく、（ｉｉ）解された状態のポリビニルアルコール繊維を投入してもよく、（ｉｉｉ）
ポリビニルアルコール繊維を混合する際に撹拌性能の高いミキサー、ニーダーを用いても
よい。これらの（ｉ）～（ｉｉｉ）の方法を、単独でまたは二種以上組み合わせて行って
もよい。
【００４０】
　ポリビニルアルコール繊維を定量供給する場合、所定の範囲で繊維を連続式に投入でき
る限り特に限定されない。例えば、繊維の投入量および／または投入速度を制御しながら
供給する装置として、各種定量供給装置（例えば、振動フィーダー、スクリューフィーダ
ー、またはベルトフィーダー等）を用いることができる。
【００４１】
　水硬性組成物に繊維を添加して分散させる場合、本発明のポリビニルアルコール繊維は
ファイバーボールが発生し難く分散性が高いため、比較的速い添加速度で添加することが
可能である。例えば、ポリビニルアルコール繊維の添加速度は、水硬性組成物の固形分１
ｔあたり、好ましくは０．０５～０．５ｋｇ／秒、より好ましくは０．０７～０．４ｋｇ
／秒、さらに好ましくは０．１～０．３ｋｇ／秒である。上記範囲内の添加速度で繊維を
混合物に添加すると、効率的に繊維の添加を行うことができるため、作業性に優れ、同時
に、繊維がファイバーボールを生成し難い。
【００４２】
　ポリビニルアルコール繊維を解す場合、例えば、ファイバーボールが水硬性組成物中に
おいて生成するのを抑制できる程度に、繊維凝集体を、より小さな繊維集合体単位まで、
所定の解離手段等により解すことができる。なお、繊維凝集体を解す場合、繊維強度を維
持する観点から、繊維のフィブリル化、繊維の粉砕が生じない範囲で行うことが好ましい
。
【００４３】
　繊維凝集体は、通常、乾式において各種方法で解すことができる。例えば、繊維凝集体
（繊維ベール、繊維ベールの粗解繊物、ショートカットファイバー束等）は、突起物を有
するロールに繊維を引っかけることにより解してもよく、対向する回転ギアの間を通過さ
せて解してもよく、溝を持つ回転ディスクのせん断力により解してもよく、エアブローの
衝突力により解してもよい。これらの方法は、単独でまたは二種以上組み合わせて行って
もよい。例えば、繊維凝集体（所定の長さに切断されたショートカットファイバーの塊等
）を乾式で解すことにより繊維同士を引き離し、繊維凝集体を解してもよい。
【００４４】
　ポリビニルアルコール繊維の分散方法は、繊維が実質的に繊維凝集体として存在してい
ない状態で分散することができる限り、さまざまな方法により繊維の分散を行うことが可
能である。例えば、撹拌性能の高いミキサー、ニーダーを用いる場合、撹拌性能の高いミ
キサー、ニーダーとしては、例えば、双腕ニーダー、加圧ニーダー、アイリッヒミキサー
、スーパーミキサー、プラネタリーミキサー、バンバリーミキサー、コンティニュアスミ
キサーまたは連続混練機等を使用することができる。
【００４５】
　その後、ポリビニルアルコール繊維を含む水硬性組成物は、型枠へ投入されるが、必要
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に応じて、振動を加えられてもよい。振動は、通常型枠を振動させることにより行われる
。振動を加えることによって、水硬性組成物が型枠内部において、より均等に分布し易く
なる。
【００４６】
　振動させる際の振動数は、好ましくは１０～１０００Ｈｚ、より好ましくは２０～９０
０Ｈｚ、さらに好ましくは３０～８００Ｈｚである。振幅は、好ましくは０．１～２０μ
ｍ、より好ましくは０．５～１８μｍ、さらに好ましくは１～１５μｍである。
【００４７】
　型枠へ投入された水硬性組成物を、上面成形型やロール等を用いてプレスにより押圧し
てもよい。押圧時の圧力は、混練された水硬性組成物の状態、型枠の形態等によって適宜
設定可能であるが、好ましくは１０～１５０ＭＰａ、より好ましくは２０～１４０ＭＰａ
、さらに好ましくは３０～１３０ＭＰａである。圧力が１０ＭＰａ以上であると各材料の
一体化が十分となり、圧力が１５０ＭＰａ以下であると骨材からの押圧による繊維の損傷
が生じ難く、繊維強度の低下や型枠の耐久性の低下を避けることができる。
【００４８】
　押圧は、必要に応じて加熱を行いながら行ってもよい。加熱温度としては、好ましくは
４０～９０℃、より好ましくは４５～８５℃、さらに好ましくは５０～８０℃である。
【００４９】
　所定の形状に成型した後は、１００℃以下の雰囲気で養生を行うことによって水硬性組
成物を硬化させることにより、本発明のモルタルコンクリートを得ることができる。
【実施例】
【００５０】
　以下、実施例および比較例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明は、これらの実
施例に限定されるものではない。
【００５１】
［繊維長、平均繊維径およびアスペクト比］
　ＪＩＳ　Ｌ１０１５「化学繊維ステープル試験方法（８．５．１）」に準拠して繊維長
を算出し、平均繊維径との比により繊維のアスペクト比を評価した。なお、平均繊維径に
ついては、無作為に繊維を１００本取り出し、それぞれの繊維の長さ方向の中央部におけ
る繊維径を光学顕微鏡により測定し、その平均値を平均繊維径とした。
【００５２】
［弾性率および平均繊維強度］
　ＪＩＳ　Ｌ１０１５「化学繊維ステープル試験方法（８．５．１）」に準拠し、予め温
度２０℃、相対湿度６５％の雰囲気下で５日間繊維を放置して調湿したのち、単繊維を、
長さ６０ｍｍ、引張速度６０ｍｍ／分においてＦＡＦＥＧＲＡＰＨ　Ｍ［Ｔｅｘｔｅｃｈ
ｎｏ製］にて繊維強力を測定し、この強力を繊維径で除して繊維強度を算出した。無作為
に選んだ繊維１０本以上について繊維強度を測定し、その平均値を平均繊維強度とした。
【００５３】
［繊維末端部損傷度］
　同一ロットにおいて任意に選択したポリビニルアルコール繊維１００本に対して、ビデ
オマイクロスコープ等を用いてその両方の末端部を観察し、繊維の一方または両方の末端
部において繊維長方向に長さ１ｍｍ以上の亀裂がある場合、または繊維径に対してその水
平方向に２０％以上の広がりを有する亀裂がある場合は、その繊維は損傷を有すると判断
した。ポリビニルアルコール繊維１００本中における損傷を有する繊維の割合を、繊維末
端部損傷度とした。
【００５４】
［ファイバーボール数］
　強制二軸ミキサーで混練した５０Lの繊維補強コンクリートを容器に排出し、全量を触
手にてファイバーボールの有無を確認した。約３ｃｍ以上の容易に解れないファイバーボ
ールを取り出し、その個数をファイバーボール数とした。
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［スランプロス］
　ＪＩＳ　Ａ１１０１「コンクリートのスランプ試験方法」に準拠してスランプ試験を行
い、コーン（上辺直径１０ｃｍ、下辺直径２０ｃｍ、高さ３０ｃｍ）にフレッシュコンク
リートを所定の手順で満たし、コーンを引き上げ、崩れたフレッシュコンクリートを上辺
部の下がりを測定し、その数値をスランプロスとした。
【００５６】
［最大耐力（ＭＯＲ）および曲げ靱性係数］
　ＪＩＳ　Ａ１１０６「コンクリートの曲げ強度試験方法」に準拠して、ミキサーで混練
されたモルタルを、１５ｃｍ×１５ｃｍ×５３ｃｍの角柱形状の型枠に流し込んだ後、２
０℃の室内で２８日養生した後、強度試験を行った。曲げ強度試験を、最大容量２０００
ｋＮの万能試験機にて行い、最大耐力（ＭＯＲ：Ｍｏｄｕｌｕｓ　ｏｆ　Ｒｕｐｔｕｒｅ
)および曲げ靱性係数を測定した。
【００５７】
　実施例および比較例において、以下の成分を用いた。
（繊維）
・ＰＶＡ：ポリビニルアルコール繊維（円形断面）、(株)クラレ製
・ＰＰ　：ポリプロピレン繊維（円形断面）、萩原工業(株)製バルチップＭＫ
（セメント成分）
・普通ポルトランドセメント、太平洋セメント社製
（骨材）
・岡山県倉敷市産の砕石および砕砂
（混和剤）
・ＢＡＳＦ製レオビルドＳＰ－８Ｎ
【００５８】
［実施例１］
　まず、平均繊維径６６０μｍのＰＶＡ繊維をサイドカット方式によって切断し、繊維長
３０ｍｍ、アスペクト比４５とした。容量５０Ｌの二軸強制練りミキサー（メーカー：(
株)マルイ製、品番：ＳＤ－５５）を用いて、上記セメント成分（３２０質量部）、砕石
（９１０質量部）、砕砂（７７０質量部）および混和剤（セメント成分に対して０．４質
量％）を１分間ドライブレンドした後、水および混和剤を添加し、さらに１分間混合し、
水／セメント成分比（Ｗ／Ｃ）が５０質量％である水硬性組成物を得た。その後、この水
硬性組成物に対して、上記繊維を添加し、１分間混練を行った。なお、繊維の添加量は、
水硬性組成物１ｍ３に対して６ｋｇ／ｍ３とした。こうして得られた繊維を含む水硬性組
成物を用いて、スランプ試験およびファイバーボール数の測定試験を行った。その測定結
果を表１に示す。
　次に、上記水硬性組成物を、１５ｃｍ×１５ｃｍ×５３ｃｍの角柱形状の型枠に流し込
んだ後、２０℃の室内で２８日養生し、得られたモルタルコンクリートを用いて強度試験
を行った。その測定結果を表１に示す。
【００５９】
［実施例２～３および比較例１～４］
　表１に示された繊維および繊維の切断方式を用いたこと以外は、実施例１と同様にして
、各種測定を行った。その測定結果を表１に示す。なお、繊維の添加量は、平均繊維径が
６６０μｍ以上の繊維の場合（実施例２ならびに比較例１、２および４）は、水硬性組成
物１ｍ３に対して６ｋｇ／ｍ３とし、平均繊維径が２００μｍの繊維の場合（実施例３お
よび比較例３）は、水硬性組成物１ｍ３に対して２ｋｇ／ｍ３とした。
【００６０】
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【表１】

【００６１】
　表１に示されるように、繊維末端部損傷度が５％以下である実施例１～３において得ら
れたモルタルコンクリートは、ファイバーボール数が０個となり、モルタルコンクリート
中の欠陥の発生が抑えられることが分かる。また、スランプロスが低い数値となり、本発
明のポリビニルアルコール繊維は高い分散性を有し、それゆえに高い流動性をもたらして
いることも分かる。さらに、同一の平均繊維径、繊維長およびアスペクト比を有し、異な
る繊維末端部損傷度を有する実施例１および比較例１、ならびに実施例３および比較例３
をそれぞれ比べると、本発明のモルタルコンクリートはいずれもＭＯＲ（最大耐力）およ
び曲げ靱性係数が高いため、本発明のポリビニルアルコール繊維を用いた場合には優れた
補強性能が発揮されることが明らかである。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明のポリビニルアルコール繊維は、水硬性組成物中に分散させる際にファイバーボ
ールが発生し難く分散性に優れ、同時にモルタルコンクリートに対する高い補強性能を有
するため、これを用いたモルタルコンクリートは、各種建築材料として有用に用いること
ができる。
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